
第４号議案

県立学校職員の人事評価に関する規則及び市町村立学校職員の人事

評価に関する規則の一部改正について

県立学校職員の人事評価に関する規則（平成１８年宮城県教育委員会規則第３号）

及び市町村立学校職員の人事評価に関する規則（平成１８年宮城県教育委員会規則

第４号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成３１年３月１８日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

第４号議案
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県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
最
終
評
価
者
」
を
「
第
二
次
評
価
者
」
に
改
め
る
。

一

県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
六
条
、
第
七
条
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
条

二

市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
六
条
、
第
七
条
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
条
第
一
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

備
考

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

(

評
価
者
等)

(

評
価
者
等)

第
六
条

人
事
評
価
に
係
る
被
評
価
者
、
第
一
次
評
価
者
、
第
二
次
評
価
者
及

び
評
価
の
調
整
を
行
う
者
（
以
下
「
調
整
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

第
六
条

人
事
評
価
に
係
る
被
評
価
者
、
第
一
次
評
価
者
、
最
終
評
価
者
及
び

評
価
の
調
整
を
行
う
者
（
以
下
「
調
整
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

被
評
価
者

第
一
次
評
価
者

第
二
次
評
価
者

調
整
者

校
長

教
育
長
が
あ

ら
か
じ
め
指

定
す
る
者

教
育
長

副
校
長
、
教

頭
及
び

事
務
部
（
室
）

長

職
員
の
所
属
す

る
学
校
の
校
長

教
育
長

校
長
、
副
校

長
、
教
頭
及

び

事

務

部

（
室
）
以
外

の
職
員

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

副
校
長
、
教
頭

及
び
事
務
部

（
室
）
長

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

校
長

教
育
長

被
評
価
者

第
一
次
評
価
者

最
終
評
価
者

調
整
者

校
長

教
育
長
が
あ

ら
か
じ
め
指

定
す
る
者

教
育
長

副
校
長
、
教

頭
及
び

事
務
部
（
室
）

長

職
員
の
所
属
す

る
学
校
の
校
長

教
育
長

上

記

以

外

の
職
員

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

副
校
長
、
教

頭
、
事
務
（
室
）

長

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

校
長

教
育
長

(

人
事
評
価
の
方
法)

(

人
事
評
価
の
方
法)

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
自
己
目
標
の
設
定
及
び
自
己
申
告
を
公
正
に
行
う
た
め
、
第
二
次

３

前
項
の
自
己
目
標
の
設
定
及
び
自
己
申
告
を
公
正
に
行
う
た
め
、
最
終
評
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評
価
者
は
、
職
員
が
自
己
目
標
を
設
定
す
る
と
き
及
び
最
終
評
価
に
際
し
て

の
自
己
申
告
を
行
う
と
き
に
当
該
職
員
と
面
談
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
副
校
長
を
置
く
学
校
の
校
長
に
あ
っ
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
副
校
長
に
当
該
職
員
と
の
面
談
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
必
要
に
応
じ
、
再
度
の
面
談
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

価
者
は
、
職
員
が
自
己
目
標
を
設
定
す
る
と
き
及
び
最
終
評
価
に
際
し
て
の

自
己
申
告
を
行
う
と
き
に
当
該
職
員
と
面
談
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

副
校
長
を
置
く
学
校
の
校
長
に
あ
っ
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
副
校
長
に
当
該
職
員
と
の
面
談
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
必
要
に
応
じ
、
再
度
の
面
談
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
次
評
価
者
及
び
第
二
次
評
価
者
は
、
第
二
項
の
自
己
申
告
、
前
項
の

面
談
の
結
果
そ
の
他
教
育
長
が
別
に
定
め
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
評

価
シ
ー
ト
に
よ
り
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
次
評
価
者
及
び
最
終
評
価
者
は
、
第
二
項
の
自
己
申
告
、
前
項
の
面

談
の
結
果
そ
の
他
教
育
長
が
別
に
定
め
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
評
価

シ
ー
ト
に
よ
り
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

調
整
者
は
、
第
二
次
評
価
者
（
教
育
長
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
人

事
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
人
事
評
価
の
結
果
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

５

調
整
者
は
、
最
終
評
価
者
（
教
育
長
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
人
事

評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
人
事
評
価
の
結
果
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

(

評
価
結
果
の
報
告)

(

評
価
結
果
の
報
告)

第
八
条

第
二
次
評
価
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
を
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

最
終
評
価
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
を
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

附

則
（
平
成
三
一
年
教
委
規
則
第

号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

備
考

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

(

評
価
者
等)

(

評
価
者
等)

第
六
条

人
事
評
価
に
係
る
被
評
価
者
、
第
一
次
評
価
者
、
第
二
次
評
価
者
及

び
評
価
の
調
整
を
行
う
者
（
以
下
「
調
整
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

第
六
条

人
事
評
価
に
係
る
被
評
価
者
、
第
一
次
評
価
者
、
最
終
評
価
者
及
び

評
価
の
調
整
を
行
う
者
（
以
下
「
調
整
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

被
評
価
者

第
一
次
評
価
者

第
二
次
評
価
者

調
整
者

校
長

市
町
村
教
育

委
員
会
の
教

育
長
（
以
下

「
市
町
村
教

育
長
」
と
い

う
。
）
が
あ
ら

か
じ
め
指
定

す
る
者

市
町
村
教
育

長

副
校
長
及
び

教
頭
、

職
員
の
所
属
す

る
学
校
の
校
長

市
町
村
教
育
長

校
長､

副
校
長

及
び
教
頭
以

外
の
職
員

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

副
校
長
、
教
頭

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

校
長

市
町
村
教
育

長

被
評
価
者

第
一
次
評
価
者

最
終
評
価
者

調
整
者

校
長

市
町
村
教
育

委
員
会
の
教

育
長
（
以
下

「
市
町
村
教

育
長
」
と
い

う
。
）
が
あ
ら

か
じ
め
指
定

す
る
者

市
町
村
教
育

長

副
校
長
及
び

教
頭
、

職
員
の
所
属
す

る
学
校
の
校
長

市
町
村
教
育
長

校
長､

副
校
長

及
び
教
頭
以

外
の
職
員

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

副
校
長
、
教
頭

職
員
の
所
属

す
る
学
校
の

校
長

市
町
村
教
育

長

(

人
事
評
価
の
方
法)

(
人
事
評
価
の
方
法)

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
自
己
目
標
の
設
定
及
び
自
己
申
告
を
公
正
に
行
う
た
め
、
第
二
次

３

前
項
の
自
己
目
標
の
設
定
及
び
自
己
申
告
を
公
正
に
行
う
た
め
、
最
終
評
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評
価
者
は
、
職
員
が
自
己
目
標
を
設
定
す
る
と
き
及
び
最
終
評
価
に
際
し
て

の
自
己
申
告
を
行
う
と
き
に
当
該
職
員
と
面
談
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
副
校
長
を
置
く
学
校
の
校
長
に
あ
っ
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
副
校
長
に
当
該
職
員
と
の
面
談
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
必
要
に
応
じ
、
再
度
の
面
談
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

価
者
は
、
職
員
が
自
己
目
標
を
設
定
す
る
と
き
及
び
最
終
評
価
に
際
し
て
の

自
己
申
告
を
行
う
と
き
に
当
該
職
員
と
面
談
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

副
校
長
を
置
く
学
校
の
校
長
に
あ
っ
て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
副
校
長
に
当
該
職
員
と
の
面
談
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
必
要
に
応
じ
、
再
度
の
面
談
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
次
評
価
者
及
び
第
二
次
評
価
者
は
、
第
二
項
の
自
己
申
告
、
前
項
の

面
談
の
結
果
そ
の
他
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

評
価
シ
ー
ト
に
よ
り
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
次
評
価
者
及
び
最
終
評
価
者
は
、
第
二
項
の
自
己
申
告
、
前
項
の
面

談
の
結
果
そ
の
他
教
育
長
が
別
に
定
め
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
評
価

シ
ー
ト
に
よ
り
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

調
整
者
は
、
第
二
次
評
価
者
（
市
町
村
教
育
長
を
除
く
。
）
に
よ
る
人
事
評

価
の
結
果
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
県
教
育
長
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
人
事
評
価
の
結
果
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

５

調
整
者
は
、
最
終
評
価
者
（
教
育
長
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
人
事

評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
人
事
評
価
の
結
果
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

(

評
価
結
果
の
報
告)

(

評
価
結
果
の
報
告)

第
八
条

第
二
次
評
価
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
を
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

第
八
条

最
終
評
価
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
を
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県立学校職員の人事評価に関する規則及び市町村立学校職員の
人事評価に関する規則の一部改正の概要

１ 改正理由

「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２
６年法律第３４号 」の施行により，平成２９年４月より新たな人事評価）
制度を導入し，能力及び実績に基づく人事管理を行ってきたが，より厳密
な制度の運用のために所要の改正を行う必要のあるもの。

２ 改正内容

両規則の実施要領等における「第一次評価者 「最終評価者 「中間」， 」，
評価 「最終評価」について明確に区別できるように，規則の本文中及」，
び表中の「最終評価者」について 「第二次評価者」に改める文言の整理，
を行うもの。

３ 施 行 日

平成３１年４月１日
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